
「こども・子育て支援加速化プラン」等に基づく 

制度改正事項について 

 

 

〇 「こども・子育て支援加速化プラン」等に基づく制度改正事項の

うち、子ども・子育て支援等分科会で検討が必要なもの 

・ こども誰でも通園制度（仮称）の創設に関する事項 

・ 出産・子育て応援給付金及び妊産婦等に対する伴走型相談支援の制度化に関

する事項 

・ 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する事項 

・ 保育士・保育所支援センターの機能強化など保育士復職支援強化に関する 

事項 

・ 小規模保育事業の対象年齢拡大に関する事項 

・ 保育所等における虐待等に関する制度的対応に関する事項  等 

 

 

〇 「こども・子育て支援加速化プラン」等に基づく制度改正事項の

うち、子ども・子育て支援等分科会以外の会議体で検討するもの 

他の会議体で検討の上、子ども・子育て支援等分科会へ報告予定。 

・ 児童手当法の見直しに関する事項（こども政策に係る実務者検討会） 

・ 地域限定保育士制度の全国での実施を可能とすることに関する事項（保育士

資格等に関する専門委員会） 

・ 保育教諭の特例措置の期限到来を受けた改正に関する事項（保育士資格等に

関する専門委員会） 

・ 認可外保育施設に関する時限的措置の期限到来に対する対応に関する事項（こ

ども政策に係る実務者検討会） 

・ 母子保健関係に関する事項（成育医療等分科会）  等 
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